














●大気汚染防止法に係る特定施設の排出基準自主管理基準値 （別紙1）

硫黄酸化物（ＳＯｘ）、ばいじん、窒素酸化物（ＮＯｘ）

［Nm
3
/h］ ［g/Nm

3
] ［ppm] ［ppmC]

兵庫県条例 大気汚染防止法 兵庫県条例 公害防止協定 大気汚染防止法 兵庫県条例

排出基準　※1 排出基準 排出基準 排出基準 排出基準 排出基準

S40.8 7,103 1.17 20 0.47 - 0.20 0.25 0.14 - 0.126 150～180 150 80 72

※H24.9
改修

Ｏｎ=11 実測値 Ｏｎ=11 Ｏｎ=11 Ｏｎ=11

6,128 2.92 21.55 1.36 0.034 0.0306 0.20 0.25 0.14 - 0.126 150～180 170 120 108

Ｏｎ=11 実測値 Ｏｎ=11 Ｏｎ=11 Ｏｎ=11

16,834 1.17 29.297 1.00 0.000 0.10 0.10 0.20 0.05 0.045 130～150 130 115 104

Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5

1,316 1.17 13.9 0.23 0.000 0.20 0.20 0.14 0.00
定量限界

以下
150～180 180 110 100

Ｏｎ=11 実測値 実測値 Ｏｎ=11 Ｏｎ=11 Ｏｎ=11

439 1.17 31.686 1.17 0.000 0.10 0.05 0.20 0.05
定量限界

以下
130～150 150 40 36

Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=0

439 1.17 31.686 1.17 0.000 0.10 0.05 0.20 0.05
定量限界

以下
130～150 150 40 36

Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=0

35,100 1.17 35.6 1.48 0.000 0.05 0.05 - 0.01
定量限界

以下
600 600 　　　70　※6 63

Ｏｎ=0 Ｏｎ=0 Ｏｎ=0 Ｏｎ=0 Ｏｎ=0 Ｏｎ=0

1,097 1.17 26.217 1.70 0.000 0.10 0.05 0.20 0.05
定量限界

以下
130～150 150 40 36

Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5

1,146 1.17 3.35 0.01 0.000 0.10 0.10 - 0.01
定量限界

以下
130～150 150 60 54

Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5

1,146 1.17 3.35 0.01 0.000 0.10 0.10 - 0.01
定量限界

以下
130～150 150 60 54

Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5 Ｏｎ=5

36300 1.17 30.7 1.48 0.000 0.05 0.05 - 0.05
定量限界

以下
600 600 　　　70　※6 63

Ｏｎ=0 Ｏｎ=0 Ｏｎ=0 Ｏｎ=0 Ｏｎ=0 Ｏｎ=0

（注1）
On ： 残存酸素濃度の種類別の適用基準補正値
Os ： 残存酸素濃度実測値

（注2）
既設 ： 昭和57年5月31日以前に設置された施設
新設 ： 昭和57年6月1日以降に設置された施設

Ｈｅ

硫黄酸化物 ばいじん

Ｎｏ
施設設置
年月日

施設の名称 施設の種類

施設規模
(最大排出
ガス量)
[N㎥/ｈ]

※5

Ｋ値

揮発性有機化合物

大気汚染防止
法 届出値

自主管理
基準値

排出基準

揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排出基準値

自主管理
　　基準値　※2

窒素酸化物

Ｎｏ 施設設置年月日 施設の名称 施設の種類

定量限界
以下

届出値
自主管理

　　基準値　※2
届出値

自主管理
　　基準値　※2

届出値

塗装施設 700 630 567009 焼鈍炉150ｔ 金属加熱炉 424 S57.11 3BT塗装工場EF室

塗装施設91 S48.12 700 560 504製缶工場  塗装室

026 H13.9 蒸気ボイラー ガス専焼ボイラー 測定無し

011 Ｓ49.1 焼鈍炉120ｔ 金属加熱炉

028 H22.12 焼鈍炉10ｔ 金属加熱炉
定量限界

以下

測定無し029 H24.12
製造総合ビルボイラ
ΣTZG-120HQ6C

ガス専焼ボイラー

030 H24.12
製造総合ビルボイラ
ΣTZG-120HQ6C

ガス専焼ボイラー 測定無し

031 H25.7
GGE発電設備　1号発電所
3号発電設備

ガス機関 測定無し

035 H30.7
GGE発電設備　1号発電所
4号発電設備

ガス機関 測定無し

034 H27.6
1項ボイラー
HGTL－800AN

ガス専焼ボイラー 測定無し

033 H27.6
1項ボイラー
HGTL－800AN

ガス専焼ボイラー 測定無し

032 H25.10
3号館
ΣTZG-300HQ6C

ガス専焼ボイラー 測定無し

備 考

※1【硫黄化合物(SOX)規制について】

ｑ＝Ｋ×１０－３×Ｈｅ２

ｑ ：硫黄酸化物の許容排出量 (単位；温度零度･圧力１気圧の状態に換算したｍ３毎時)

Ｋ ：地域別に定める定数

He：補正された排出口の高さ （煙突実高＋煙上昇高）

Ｋ値は地域の区分ごとに異なっており、数字が小さくなればなるほど規制が厳しい。硫黄酸化物の排出基準は全国に適用さ

れる一般排出基準と、汚染が著しいか又は著しくなるおそれがある地域で、新設される施設に限って適用される特別排出基

準とがある。

※2【自主管理基準値について】

大防法で届出を行っている値の90％を自主管理基準値とする。但し、No009、011のばいじんに関しては公害防止協定値の

90％を自主管理基準値とする。

※3【硫黄酸化物（SOX）及び窒素酸化物（NOX）公害防止協定について】
硫黄酸化物（SOX）の協定値は、総排出量で最大稼働時19N㎥/ｈと定められており、窒素酸化物（NOX）については協定値が
定められていない為、それぞれ項目は省略する。

※4【硫黄酸化物（SOX）大防法排出基準値について】
硫黄酸化物（SOX）の大防法排出基準値は定められていない為、項目を省略する。

※5【最大排出ガス量について】
施設規模記載の数値は、各々の最大排出ガス量(乾き)の値とする。

※6【ＧＧＥ発電設備の窒素酸化物(ＮＯｘ)届出値について】
ＧＧＥ発電設備の窒素酸化物届出値は脱硝設備の稼働が条件とする。

※7【計量証明書での判断について】
計量証明書結果にて濃度が基準値内であることを確認する際は、残存酸素濃度の条件を確認し、基準と異なる場合は条件
が同一となるように濃度換算して評価すること。

【参考】窒素酸化物の排出基準一覧

S48.8.9
以前

48.8.10
～

S50.12.9

S50.12.10
～

S52.6.17

S52.6.18
～

S52.9.9

S52.9.10
～

S54.8.9

S54.8.10
～

S58.9.9

S58.9.10
～

S59.9.9

S59.9.10
～

S60.9.9

S60.9.10
～

S62.3.31

S62.4.1
～

H2.9.9

H2.9.10
以後

50 以上 100

10 ～ 50

4 ～ 10

1 ～ 4

1未満

10 以上

1～10

0.5 ～ 1

0.5 未満

10 以上

1 ～ 10

0.5 ～ 1

0.5 未満

10 以上

1 ～ 10 150

0.5 ～ 1

0.5 未満

S63.1.31
以前

S63.2.1
～

H1.7.31

H1.8.1
～

H3.1.31

H3.2.1
～

H6.1.31

H6.2.1
以後

31 0 1000 600

令別
表第
一の
番号

1 ① ガス専焼ボイラー （小規模ボイラーを除く） 5

130

130

130

150 130

150

細
番
号

ばい煙発生施設の種類

施設規模
(最大排出
ガス量)

[万N㎥/ｈ]

残存酸素
濃度On（%)

200

200 100

200 150

200 150

排出基準(ppm)

設置年月日

60

100

100

180

② 鍛接鋼管用 11

適用しない 100

適用しない 180

適用しない
6

①

金属加熱炉

ラジアントチューブ型 11

150

適用しない 180

③ ①、②以外 11

160 100

170 130

170 150

200 180

ガス機関 2000

令別
表第
一の
番号

細
番
号

ばい煙発生施設の種類

施設規模
(最大排出
ガス量)

[万N㎥/ｈ]

残存酸素
濃度On（%)

排出基準(ppm)

設置年月日

【参考】ばいじんの排出基準一覧

On

（％）

ガス専焼ボイラー1 ボイラー

20万N㎥/ｈ
以上

4～20万N
㎥/ｈ

4万N㎥/ｈ
未満

0.03

0.10 0.05

0.20 0.05

0.10

0.20

ばい煙発生施設の種類 規模

大気汚染防止法

新設既設

一般 特別一般

環境の保全と創造に関
する条例

1 2

5

0.05 0.05

0.1

0.2

0.08

0.1

0.20

0.40

0.30 0.200.050.10.1

0.04 - -

6 金属加熱炉

4万N㎥/ｈ
以上

4万N㎥/ｈ
未満

Os

0.15

0.25

- 0 0.05 0.0531 ガス機関 ガス機関

金属加熱炉



（別紙2）

（単位：mg/ℓ、但し、pH→無単位、大腸菌群数→個/mℓ）

項　　　目 水質汚濁防止法 兵庫県条例 公害防止協定

排水基準 排水基準 排水基準 瀬戸法届出値 自主管理基準値 瀬戸法届出値 自主管理基準値 瀬戸法届出値 自主管理基準値 瀬戸法届出値 自主管理基準値

カドミウム及びその化合物 0.03
（カドミウム換算）

- - 県条例による - 0.03 - 0.03 - 0.03 - 0.03 2回/年

シアン化合物 1
（シアン換算）

0.7 0.7 〃 - 0.56 - 0.56 - 0.56 - 0.56 2回/年

有機燐化合物 1 0.7 0.7 〃 - 0.56 - 0.56 - 0.56 - 0.56 -
鉛及びその化合物 0.1 0.1 0.7 〃 - 0.08 - 0.08 - 0.08 - 0.08 2回/年
六価クロム化合物 0.5 0.35 0.35 〃 - 0.28 - 0.28 - 0.28 - 0.28 2回/年
砒素及びその化合物 0.1 0.1 0.35 〃 - 0.08 - 0.08 - 0.08 - 0.08 　　　-　※1

総水銀 0.005 0.005 定量限界以下 〃 - 定量限界以下 - 定量限界以下 - 定量限界以下 - 定量限界以下 　　　-　※1

アルキル水銀化合物 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 〃 - - - - - - - - -

ポリ塩化ビニフェニル 0.003 0.003 定量限界以下 〃 - - - - - - - - -
トリクロロエチレン 0.1 0.1 - 〃 - - - - - - - - -
テトラクロロエチレン 0.1 0.1 - 〃 - - - - - - - - 2回/年
ジクロロメタン 0.2 0.2 - 〃 - 0.16 - 0.16 - 0.16 - 0.16 　　　-　※1
四塩化炭素 0.02 0.02 - 〃 - - - - - - - - -
１，２-ジクロロエタン 0.04 0.04 - 〃 - - - - - - - - -
１，１-ジクロロエチレン 1 1 - 〃 - - - - - - - - -
シス-１，２-ジクロロエチレン 0.4 0.4 - 県条例による - 0.32 - 0.32 - 0.32 - 0.32 2回/年
１，１，１-トリクロロエタン 3 3 - 〃 - - - - - - - - -
１，１，２-トリクロロエタン 0.06 0.06 - 〃 - - - - - - - - -
１，３-ジクロロプロペン 0.02 0.02 - 〃 - - - - - - - - -
1,4-ジオキサン 0.5 0.5 - 県条例による - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 2回/年
チウラム 0.06 0.06 - 〃 - - - - - - - - -
シマジン 0.03 0.03 - 〃 - - - - - - - -
チオべンカルプ 0.2 0.2 - 〃 - - - - - - - - -
ベンゼン 0.1 0.1 - 〃 - - - - - - - - -

セレン及びその化合物 0.1
（セレン換算）

0.1 - 〃 - - - - - - - - -

ほう素及びその化合物 230
（ほう素換算）

- - 水濁法による - 184 - 184 - 184 - 184 2回/年

ふっ素及びその化合物 15
（ふっ素換算）

15 15 県条例による - 12 - 12 - 12 - 12 2回/年

アンモニア、アンモニウム化合物
亜硝酸化合物及び硝酸化合物 100 - - 水濁法による - 80 - 80 - 80 - 80 2回/年

水素イオン濃度（ｐＨ） 5～9 5～9 5.8～8.6 協定による 6.0～8.6 6.1～8.3 6.0～8.6 6.1～8.3 6.0～8.6 6.1～8.3 6.0～8.6 6.1～8.3 1回/月
化学的酸素要求量（ＣＯＤ） 160(120) 60(50) 30(25) 〃 24 24 23 23 24 24 15 15 1回/月
浮遊物質量（SS） 200(150) 90(70) 80(65) 〃 55 55 40 40 64 64 40 40 1回/月
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量) 5 2 2 〃 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0.7 0.7 1回/月

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油脂類含有量) 30 20 20 - - － - － - － - － -

フェノール類含有量 5 1 1 協定による - 0.8 - 0.8 - 0.8 - 0.8 2回/年
銅含有量 3 3 3 　〃 - 2.4 - 2.4 - 2.4 - 2.4 2回/年
亜鉛含有量 2 2 5 水濁法による 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8 1.8 1回/月

溶解性鉄含有量 10 10 5 協定による 2.6 2.6 1 1 2 2 0.19 0.19 1回/月
溶解性マンガン含有量 10 10 10 　〃 - 8 - 8 - 8 - 8 2回/年
クロム含有量 2 2 1.5 　〃 - 1.2 - 1.2 - 1.2 - 1.2 2回/年
大腸菌群数 日平均3000 日平均3000 - 県条例による - 2,400 - 2,400 - 2,400 - 2,400 2回/年
窒素含有量 120（60） 50 ※2 - 　〃 13 13 33 33 18.5 19 2 2 1回/月
燐含有量 16（8） 3 ※2 - 　〃 0.5 0.5 0.5 0.5 1.1 1.1 0.08 0.1 1回/月

遵守基準値 水濁法届出値 自主管理基準値 遵守基準値 水濁法届出値 自主管理基準値 遵守基準値 水濁法届出値 自主管理基準値

0.4 0.4 0.32 0.4 0.4 0.32 0.04 0.04 0.032 40 1回/月

0.7 0.7 0.56 0.7 0.7 0.56 0.07 0.07 0.056 70 1回/月

0.32 0.32 0.256 0.48 0.48 0.384 0.032 0.032 0.0256 32 1回/月

0.03 0.03 0.024 0.045 0.045 0.036 0.003 0.003 0.0024 3 1回/月

1.45 1.45 1.16 1.625 1.625 1.3 0.145 0.145 0.116 145神戸工場全体

Ｚ口（蓄電池工場廃水処理施設）

Ｘ口（修繕工場廃水処理施設）

Ｗ口（溶接工場廃水処理施設）

遵守基準値

有
害
物
質
項
目
（

濃
度
規
制
）

備考
許容排水量/日

（＝水濁法届出値）

（単位：kg/ 日。但し、排水量はℓ）

測定頻度※3

測定頻度

●水濁法／瀬戸法に係る特定施設の排出管理基準値（濃度規制）

※1　発生の可能性がある場合の
み測定を行う

燐含有量

NO2.Ｕ１口

生
活
環
境
項
目
（

濃
度
規
制
）

Ｕ１口（組立工場廃水処理施設）

●水濁法／瀬戸法に係る水質総量規制基準値（汚濁負荷量）

科学的酸素要求量（ＣＯＤ） 窒素含有量

※3　ＣＯＤ，窒素、りんの測定頻度
であり、排水量は1回/日測定。

備考

測定口

※2　兵庫県告示による水質管理
値

NO4.X口 NO5.Ｗ口 NO7.Ｚ口

【自主管理基準値について】
①水濁法/瀬戸法で届出を行って
いる項目については、届出値を自
主管理基準値とする。
②①以外の項目については、排出
管理基準値欄に掲げる、最も厳し
い値の８０％（ｐHは上下１０％の範
囲）を自主管理基準値とする。

：遵守基準値

：自主管理基準値


